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概要
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 軽自動車OSSにおいて、以下のとおりを申請方法を拡大します。

1. 概要

申請方法について、従来の「窓口申請（書面申請、媒体申請）」に加え、「電子申請」を
可能とするサービスとして提供している軽自動車OSSは、令和元（2019）年5月7日の運用開始
以降、「一括申請〔一括利用者システムを利用して電子申請書を作成・提出（送信）する申
請方法〕」のみを対象としていましたが、本年4月より申請方法を拡大し、
「画面申請〔軽自動車OSSポータルサイトで提供する画面を利用して電子申請書を作成・提出
（送信）する申請方法〕」も対象とします。

2. サービス開始日

令和4（2022）年4月1日（金）

3. （参考）これまでの申請者向け事前周知状況

・令和3（2021）年11月26日付け
当協会HP（重要なお知らせ）と、軽自動車OSSポータルサイトのお知らせ
⇒令和4（2022）年4月1日より、継続検査【指定整備】OSSにおける「使用者本人申請」の
取扱いを開始します！

・令和4（2022）年1月4日付け
軽自動車OSSポータルサイトのお知らせ
⇒【重要】4月1日より、軽自動車OSSポータルサイトの構成を変更します！



本件に伴う変更点
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 本件に伴い、以下のとおり変更点があります。

＜申請者側の主な変更点＞

 交付物の受取方法として、「証明書等管理業者としてあらかじめ登録した受取者（『受取者
（証明書等管理業者）認証用二次元コード』）としての受け取り」に加えて、証明書等管理
業者として登録はせず、OSS申請1件ごとに正当な受取者として認証する、軽自動車OSSポータ
ルサイトの状況照会画面にログインして発行した『受取者認証 兼 受取車両個別申告用二次
元コード』を用いた受け取りが、可能となります。

（※ただし、現状のサービス対象手続である「継続検査」を取り扱う行政書士様においては、
運用実態上、これまでどおり『受取者（証明書等管理業者）認証用二次元コード』を用い
た交付物の受け取りを継続されるものと想定していますので、特段の影響はございません
（『受取者認証 兼 受取車両個別申告用二次元コード』は、主に「画面申請」を利用する
申請者を想定したものです）。

 上記の二次元コードの追加に伴い、サービス開始日当日付けで、軽自動車OSSをご利用いただ
く際に同意が必要な『軽自動車OSS利用規約』を改定します。

 利用者情報マイページ画面における変更点がありますので、次ページで説明します。



利用者情報マイページ画面における変更点
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 申請者共通画面である「利用者情報マイページ」画面において、以下の画面のとおり、「画面申請」で「まとめ納付」を
利用される際に必要な『まとめ納付管理ファイル』をダウンロードするためのメニューが新たに表示されます。

⇒ これまでどおり「一括申請でまとめ納付」を利用される場合、特段利用することはございません。
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